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事 業 概 要

健康づくり推進課

事 業 名 内 容

生活習慣病対策事業 １ 事業目的

生活習慣病による死亡率を減少させるため、地域や学校等

５，９７９千円 と連携した取組を行う。

○国 ２，９５７ ２ 実施主体 県、（一社）秋田県医師会

○一 ３，０２２

３ 事業内容

（１）地域・職域連携推進事業 １，３６６千円

地域保健と職域保健の各機関が実施している健康教育等

の取組を共有し、地域の実情に応じた効果的な保健事業を

連携して実施する。

（２）健康づくりのためのデータ活用推進事業 ６４千円

健康づくりに関する市町村別のデータをまとめた「健康

づくり支援資料集」を作成し、県、市町村等による効果的

な取組を推進する。

（３）○新学童期から始める健康づくり総合啓発事業
４１２千円

主に小学生を対象とした学習機会の提供により健康教育

の充実を図る。

・「健康寿命日本一クイズ秋田県版」の制作・活用

・学校等におけるリモートでの出前講座の実施

（４）○新循環器病予防・普及啓発事業 ４，１３７千円

循環器病の予防や正しい知識の普及啓発、地域における

保健指導を行う人材の育成などにより、循環器病死亡率の

減少を図る。

①循環器病予防・知識啓発部会の開催 １５２千円

・有識者による委員会を開催

②循環器病予防の普及啓発 ３，３８１千円

・普及啓発資材を用いたＰＲ活動

・タウンミーティングの開催

・県民の健康と医療を考えるセミナーの開催

（委託先 （一社）秋田県医師会）

③脳卒中発症予防推進事業 ６０４千円

・市町村や職域の保健師・管理栄養士などを対象に、脳

卒中発症予防に向けた研修会を開催
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事 業 概 要

健康づくり推進課

事 業 名 内 容

「あきた健康宣言！」 １ 事業目的

推進事業 「健康寿命日本一」を目指して、県民の健康意識の向上や

健康づくりに取り組みやすい環境を整備し、県民総ぐるみで

１９，５３１千円 健康づくり県民運動を展開する。

○入 １，６４８ ２ 実施主体

○一 １７，８８３ 県、市町村、秋田県健康づくり県民運動推進協議会

［地域医療介護総合確 ３ 事業内容

保基金］ （１）「あきた健康宣言！」推進事業 ７，７９５千円

県民運動の基本計画である「健康秋田いきいきアクショ

ンプラン」の普及啓発など、健康づくりに取り組みやすい

環境を整備する。

①「あきた健康宣言！」周知事業 ５，７６１千円

・テレビ、ラジオ、新聞等を活用した情報発信

②秋田県健康づくり推進体制整備事業

２，０３４千円

・「秋田県健康づくり県民運動推進協議会」総会及び健

康経営部会等の開催や、ウェブサイト、ＳＮＳを活用

した協議会会員による健康づくり情報等の発信

（２）地域健康づくり人材活性化事業 ３，０３２千円

①○新健康長寿推進員の活動支援 ２，０３９千円

健康づくりの推進を担う人材の育成に取り組み、その

人材を積極的に活動させる市町村に対し、交付金により

支援

・補助対象 市町村

・補 助 率 一般枠：県１／２

健康づくりＤＸ推進枠：県２／３

②健康づくり地域マスターの育成 ９９３千円

地域における県民運動の牽引役となる健康づくり地域

マスターの任命・育成と活用の促進

・マスター基礎研修、専門研修の開催

・事業所等に講師としてマスターを派遣・紹介

（３）健康経営普及事業 １５８千円

秋田県版健康経営優良法人の優れた取組のデータベース

化・公開等により健康経営の普及を図る。
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（４）食からの健康応援事業 ５，０１３千円

栄養関連団体・企業等との連携により、減塩・野菜摂取

など、適切な食生活の普及啓発を図る。

①秋田スタイル健康な食事推進事業 １，７４４千円

事業主へのメニュー認証制度の普及と、消費者教育に

よる「秋田スタイル健康な食事」普及定着の促進

②県民の食意識向上事業 ２，５１２千円

減塩、野菜・果物摂取に関する県民の意識向上を図る。

・「新・減塩音頭」をライフステージ毎に普及

・スーパー等と連携したキャンペーンの実施

③栄養・食生活改善に取り組む人材の育成・確保、環境整

備事業 ５２８千円

・各地域における食生活改善講座の開催や県出身学生の

インターンシップの実施

④食の国あきた推進事業 ２２９千円

・「食の国あきた」推進会議及び食育地域ネットワーク

会議の開催

（５）運動による健康づくり推進事業 ７６０千円

①ウォーキング事業 ２３４千円

冬期間の健康づくりウォーキングラリーの開催

・委託先：（株）伊徳

②○新ＩＣＴを活用した健康イベントの開催
５２６千円

コロナ禍においても積極的に健康づくりに取り組める

アプリを活用したウォーキングイベントの開催

（６）「健康な美酒王国」秋田推進事業 １，１２５千円

秋田県アルコール健康障害対策推進計画に基づく普及啓

発等の取組を実施する。

・リーフレット等による飲酒のリスクに関する正しい知

識の普及 等

（７）フレイル予防啓発事業 １，６４８千円

健康秋田いきいきアクションプランにおいて重点目標と

している「フレイル予防」に関する啓発、人材の育成・資

質向上を図る。

・食生活の出前講座（委託先：（公社）秋田県栄養士会）

・健康づくり指導者を対象とした講習会の開催

・ユフォーレを活用した運動に関する研修会の開催

・健康づくり地域マスターを対象とした専門研修の開催
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事 業 概 要

健康づくり推進課

事 業 名 内 容

健（検）診受診率向上 １ 事業目的

総合対策事業 健（検）診受診率の向上を図るため、受診しやすい環境の

整備など、受診促進に向けた総合的な取組を行う。

１０１，０９８千円

２ 実施主体 県、市町村、健（検）診機関

○国 ９０，７６４

○一 １０，３３４ ３ 事業内容

（１）胃がん検診助成事業 ４，７４８千円

全国と比較し胃がんの死亡率が高いことから、罹患率の

上昇する年齢層を対象に、検診（エックス線・内視鏡）の

自己負担額を無料化又は軽減するための経費を助成する。

・補 助 対 象 市町村

・対 象 年 齢 ５０、５２、５４、５６、５８歳

・補助基準額 ２,０００円

・補 助 率 県１０／１０

（２）がん検診受診率向上推進事業 ４，７４９千円

次の４つのがん検診について、罹患率の上昇する年齢層

を対象に、検診の自己負担額を軽減するための経費を助成

する。

・補 助 対 象 市町村

・補 助 率 県１／２

・補助基準額等

対象年齢 補助基準額

大 腸 が ん ５０～５４歳 ５００円

肺 が ん ６０～６４歳 ５００円

子宮頸がん ３０～３４歳 １，４００円

乳 が ん ４０～４４歳 １，４００円

・補 助 要 件 コール・リコールによる受診勧奨

（３）がん検診精度管理向上推進事業 ９２千円

より精度の高いがん検診を行うため、がん検診が適切に

行われているかを評価するための手法等に関する研修会を

開催する。

・対 象 市町村、検診機関の職員等
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（４）「声かけあって、みんなで受診！」健（検）診受診促進

事業 １，５７９千円

地域のかかりつけ医や歯科医、薬剤師等から健（検）診

未受診者等へ受診を促すことにより、健（検）診受診率の

向上、病気の早期発見・早期治療につなげ、がんや生活習

慣病の死亡率低減を目指す。

①かかりつけ医による健（検）診受診勧奨事業

・委託先 （一社）秋田県医師会

②かかりつけ歯科医、薬剤師・薬局による健（検）診受診

勧奨全県展開事業

・協力歯科診療所・薬局 ３地区各４０施設程度

③がん対策推進企業等連携協定締結企業による健（検）診

受診呼びかけ事業

・協力機関 がん対策推進企業等連携協定締結企業

（５）○新新型コロナウイルス感染症対策検診車緊急整備事業
８４，１５０千円

受診控え等により落ち込んだ検診受診率を回復させるた

め、がん検診車を増車して会場の密を防ぎ、県民が安心し

て受診できる環境を整備する。

・補 助 先 （公財）秋田県総合保健事業団

・補助対象 乳がん検診車の購入に要する経費

・補 助 率 国１０／１０

（６）○新「Ｇｏ Ｔｏ健（検）診！」促進事業

５，７８０千円

コロナ禍における健（検）診受診に関する必要性や安全

性についての正しい知識を、広く啓発する。

・実施内容 ＩＣＴを活用した予約システムや健（検）

診会場の感染予防対策等を啓発するテレビ

ＣＭの制作・放映、啓発動画の配信等
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事 業 概 要

健康づくり推進課

事 業 名 内 容

がん対策総合推進事業 １ 事業目的

がん予防の推進やがん医療の質の向上等を図るため、がん

１３６，８３６千円 に関する情報の収集・提供やがん診療機能の強化、がん患者

に対する支援等を行う。

○国 ４９，７３４

○諸 ３，７７１ ２ 実施主体

○一 ８３，３３１ 県、市町村、がん患者団体、がん診療連携拠点病院等

３ 事業内容

（１）がん登録推進事業 ８，１６３千円

がん登録推進法に基づく「全国がん登録」に関する事務

を実施する。

・委託先 （公財）秋田県総合保健事業団、国立がん研

究センター

・内 容 医療機関からの届出情報の審査・整理、登録

情報の国への提出や県内市町村・医療機関へ

の提供及びデータベースの管理・保管等

（２）多目的コホート研究事業 ３，７７１千円

国立がん研究センターの委託を受け、生活習慣とがんな

どの病気との関係を明らかにするための疫学調査を実施する。

・実施地域 横手市

・内 容 血液試料及び健（検）診データの収集等

（３）がん診療機能等強化事業 １０８，５００千円

①がん診療機能等強化事業費補助金

９３，５００千円

地域がん診療連携拠点病院等のがん診療機能等の強化

に要する経費に対し補助する。

・補助基準額 １病院当たり８，５００千円

・補 助 率 １０／１０（国１／２、県１／２）

・対 象 経 費 医療従事者研修、患者等への相談支援、

普及啓発等

②○新がん薬物療法機能強化事業費補助金
１５，０００千円

がん拠点病院等へ派遣し、指導・助言等を行うがん薬

物療法専門医の配置に要する経費に対し補助する。

・補 助 先 秋田大学医学部附属病院

・補 助 率 県１０／１０

・対 象 経 費 人件費、旅費等諸経費
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（４）緩和ケア推進事業 ８００千円

県内のがん緩和ケア提供体制の強化を図るため、緩和ケ

アに携わる医療従事者等を対象とした研修会を開催する。

・委託先 秋田県緩和ケア研究会

・内 容 拠点病院の緩和ケア病棟等における実地研修

（５）がん患者団体活動支援事業 ４３５千円

がん患者や家族が抱える悩みや不安の解消を図るため、

相談や情報交換の場の提供等に取り組む、がん患者団体に

対し補助する。

・補 助 対 象 秋田県がん患者団体連絡協議会 きぼう

の虹

・補助基準額 定額

・補 助 率 １０／１０（国１／２、県１／２）

（６）がん対策推進計画進行管理費 ３１７千円

第３期秋田県がん対策推進計画を推進するため、情報収

集等を行う。

（７）がん患者支援推進事業 １４，８５０千円

①がん患者医療用補正具助成事業 ８，１１５千円

がん患者の就労や社会参画を支援するため、医療用補

正具の購入費用に助成した市町村に対し補助する。

・補 助 対 象 市町村

・助成限度額 ウィッグ １人当たり１５千円

乳房補正具 １人当たり１０千円

②がん患者等の妊よう性温存支援事業

４，５４７千円

がん患者等の妊よう性温存に係る相談ネットワークを

構築するとともに、その治療に要する費用に対し助成す

る。

・補 助 対 象 ４３歳未満、所得制限なし

・補助基準額

卵 子 凍 結 ２００千円

卵巣組織凍結 ５００千円

受 精 卵 凍 結 ３５０千円

精 子 凍 結 ３０千円

精巣内精子採取 ３５０千円

※基準額は、国基準額としているが、国制度創設前の

県基準額と比較して低い場合は、県基準額を維持

（国基準額：卵巣組織凍結400千円、精子凍結25千円）

・補 助 率 １０／１０（国１／２、県１／２）
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③○新若年がん患者在宅療養支援事業 ２，１８８千円

・補 助 対 象 １８歳から３９歳までの在宅療養を希望

するがん患者

・補助基準額 福祉用具の貸与 月額 ３０千円

福祉用具の購入 年額１００千円

・補 助 率 県９／１０

がん患者の在宅療養支援については、１８歳未満

は小児慢性特定疾病医療費等、４０歳以上は介護保

険の対象となる。
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事 業 概 要

保健・疾病対策課

事 業 名 内 容

心はればれ県民運動推 １ 事業目的

進事業 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、民

学官の一層の連携強化により、自殺予防活動を展開する。

９７，５４１千円

２ 実施主体 県、市町村、秋田大学、民間団体等

○国 ６２，９９２

○諸 ３０ ３ 事業内容

○一 ３４，５１９ （１）地域自殺対策強化事業 ５３，９２６千円

①電話相談支援事業

・「あきたいのちのケアセンター」による相談支援

②人材養成事業

・心はればれゲートキーパー養成講座

委 託 先 秋田ふきのとう県民運動実行委員会

③普及啓発事業

・ふきのとうホットラインのリーフレット等の作成

・地域振興局による関係機関ネットワーク会議や街頭キ

ャンペーン等

④地域自殺対策強化事業費補助金

・市町村、民間団体等による自殺予防活動に対する支援

補助対象 市町村、民間団体等

事業内容 相談窓口の設置、戸別訪問、サポーター

養成研修、交流サロン活動 等

⑤地域自殺対策推進センター運営事業

・自殺対策連携推進員の配置による市町村等への支援

事業内容

自死遺族や自殺未遂者の相談支援、保健所や市町

村の取組支援 等

⑥○新自殺対策行動計画策定事業
・令和５年度から９年度までの「秋田県自殺対策計画」

の策定
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（２）心の健康づくり推進事業 １７６千円

健康づくり審議会「心の健康づくり推進分科会」の開催

（３）自殺予防県民運動推進事業 ２，７５１千円

「秋田ふきのとう県民運動実行委員会」の事業活動に対

する補助

・対象経費 実行委員会の運営費及び研修会、県民運動

大会、街頭キャンペーン（３回）等

（４）自殺未遂者支援事業 ７２６千円

自殺未遂者に対する地域の支援体制の構築に向けた関係

者会議及び研修会の開催

・対象者 医療関係者、消防、行政関係者 等

（５）精神疾患に対する医療等の支援対策強化事業

７５１千円

自殺との関連が深い、うつ病等の精神疾患に関する相談

員や医療関係者の対応力向上を図るための研修会の開催

（６）ＳＮＳ相談支援事業 １３，１１７千円

ＳＮＳによる相談を実施する民間団体に対する補助

・補助対象 ＮＰＯ法人蜘蛛の糸

（７）秋田大学自殺予防センター事業

２６，０９４千円

「民・学・官・報」の連携強化に向け、秋田大学自殺予

防総合研究センターで実施する自殺対策の実践的研究に対

する補助

【主な事業内容】

①ＳＮＳを活用した高齢者支援

ＳＮＳを利用した高齢者と学生の交流事業を実施し、

その効果を検証する。

②勤労者のウェブ調査

勤労者のメンタルヘルス調査をウェブ上のアンケート

により定期的に追跡調査を行い、働き盛り世代の自殺リ

スク軽減策を検討する。
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③地域活動に関する調査

新型コロナウイルス感染症が、民間団体の自殺予防活

動に与えた影響を調査し、その分析に基づいた研修等に

よる活動支援を行う。

④ＳＯＳの出し方教育

ＳＯＳの出し方教育の実施、講師の育成及び教材の監

修等を行う。

⑤自殺未遂の救急患者に対する医療・保健の連携体制強化

自殺未遂により搬送された救急患者の心のケアを図る

ための対応訓練を実施する。

⑥○新自殺予防に関する県民の意識調査研究

県民の意識調査を通じ、自殺対策計画の評価や原因分

析を行い、次期計画へ反映させる。

⑦○新自殺未遂者とその家族を支援するネットワークの構築

医療関係者からの聞き取りによる自殺未遂者の実態調

査を行い、未遂者及びその家族を支援するネットワーク

化に向けた支援策の検討を行う。
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事 業 概 要

保健・疾病対策課

事 業 名 内 容

妊娠・出産への健康づ １ 事業目的

くり支援事業 安心して妊娠・出産ができる環境づくりに向け、総合的な

支援を行う。

１１２，６７７千円

２ 実施主体 県、市町村

○国 ７８，４３０

○入 １８，８７７ ３ 事業内容

○一 １５，３７０ （１）母体健康増進支援事業 ６，４２９千円

①妊婦歯科健康診査事業

妊婦歯科健康診査に要する経費の一部を助成する。

・実 施 主 体 市町村

・対 象 回 数 １回

・補助基準額 ４，０００円

・補 助 率 県１／２

②HTLV-1(ヒトＴ細胞白血病ウイルス)母子感染普及啓発

リーフレットを作成し、妊婦や保健従事者等への正し

い知識の普及啓発を実施する。

③妊婦訪問支援事業費補助金

・実 施 主 体 市町村

・補 助 率 国１／２

（２）幸せはこぶコウノトリ（不妊治療総合支援）事業

８１，２３８千円

①不妊治療に要する治療費の助成 ６８，５０４千円

・「特定不妊治療」の治療費において、公的医療保険適

用後の自己負担額の一部を助成する。

保険適用となる６回目までは１回当たり最高９万円の助成

保険適用外の７回目から９回目までは最高３０万円の助成

・現行制度による治療で年度を超えた治療には、終了ま

で経過措置を講ずる。

・対 象 者 ４３歳未満（妻）及び配偶者（夫）

（事実婚夫婦も対象）

※夫婦合算所得７３０万円未満の所得制

限撤廃
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※「特定不妊治療」とは、「体外受精」及び「顕微授精」をいう。

※「男性不妊治療」は、特定不妊治療の一環として精巣から精子

を採取するための手術を行った場合に助成。

【参考（スキーム図）】

○助成回数は１子ごとに９回まで(保険適用は最大６回まで）とし、対象年齢は

４３歳未満とする。

○初回治療における妻の年齢が４０歳以上の場合、３回まで助成する。

②不妊専門相談センターの運営等 ５，３０１千円

不妊治療に関する情報を提供するとともに、医師、看

護師、助産師及び心理士が相談に応じる。

・委 託 先 秋田大学

・相談体制 電話・面接・メール

③秋田市不妊治療費総合支援事業費補助金

７，４３３千円

（３）難聴児補聴器購入費助成事業 １，１２４千円

身体障害者手帳の交付対象とならない中軽度の聴覚障害

児の補聴器購入及び修理に要する経費の一部を助成する。

・実施主体 市町村

・対 象 者 中軽度の難聴児

（聴力レベル３０ｄＢ以上７０ｄＢ未満）

・補 助 率 県１／３

＜助成の例＞ 妻43歳に

妻36歳妻37歳 妻38歳妻40歳 なるまで

＜助成の例＞ 妻43歳に

妻36歳妻37歳 妻38歳妻40歳 なるまで

現行制度

妻34歳

①～⑥回 ⑦回 ⑧回 ⑨回 ①～⑥回 ⑦回 ⑧回 ⑨回 出生につき最大3回

国1/2(15万) 国庫1/2(15万) 国1/2(15万)

県1/2(15万) 国庫裏分1/2(15万) 県1/2(15万)

第１子の出生のための治療 第２子の出生のための治療 第３子以降の出生のための治療

保険適用後

妻34歳

①～⑥回 ⑦回 ⑧回 ⑨回 ①～⑥回 ⑦回 ⑧回 ⑨回 出生につき最大3回

保険適用(治療費の
7/10)

保険適用(治療費の
7/10)

保険適用(治療費の
7/10)

県単9万円／回 県単9万円／回 県単9万円／回

第１子の出生のための治療 第２子の出生のための治療 第３子以降の出生のための治療

県単
30万

県単
30万

県単
30万

県単
30万

県単
30万

県単
30万

県単
30万

県単
30万

県単
30万

県単
30万

県単
30万

県単
30万

出生 出生

出生 出生
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（４）女性の健康支援事業 ７，０３１千円

女性健康支援センターにおいて、思春期から更年期に至

る女性を対象とした身体的・精神的な悩みに関する相談支

援を行う。

・委 託 先 ＮＰＯ法人ここはぐ

・相談体制 ＳＮＳ、ウェブ、電話、面接、受診同行等

（５）妊娠・出産包括支援推進事業 １，５５４千円

①母子保健コーディネーター研修 ５５０千円

市町村が設置する子育て世代包括支援センターにおい

て中心的な役割を果たす母子保健コーディネーターを育

成

・委託先 秋田県助産師会

②母子保健連絡調整会議 ９０千円

保健所と市町村との情報交換、事例検討及び研修

③プレパパスクール推進事業 ９１４千円

父親が積極的に子育てに関わり、母親の産後うつや家

族の孤立・虐待を予防する講座等を開催

・委 託 先 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン

・内 容 フォーラムの開催、地域拠点ごとの両親学

級・父親学級の開催、父親同士のネットワ

ークづくり支援 等

（６）安心できる出産支援事業 １４，４７１千円

①ウイルスに感染した妊産婦に対する寄り添い支援

３０８千円

新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対し、退院後

助産師等が定期的な自宅への訪問や電話等により、寄り

添った支援を実施する。

②不安を抱える妊婦への分娩前のウイルス検査

１４，１６３千円

希望する妊婦等を対象としたＰＣＲ検査等を分娩取扱

医療機関へ委託する。

・対 象 者 里帰りを含む県内で出産する妊婦

（７）不育症検査費用助成事業 ８３０千円

先進医療における保険適用外の検査費用の一部を助成す

る。

・対 象 者 不育症治療者

・助 成 額 一回 ５万円を上限
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事 業 概 要

保健・疾病対策課

事 業 名 内 容

感染症対策事業 １ 事業目的

エボラ出血熱、ペスト等の一類感染症や新型インフルエン

５１，３４７千円 ザを含めた新興感染症の患者発生時において、迅速かつ確実

に対応するため、必要な医療資機材の整備や受入病床を確保

○国 １２，００９ 等による体制強化を図る。

○一 ３９，３３８

２ 実施主体 県

３ 事業内容

（１）対策推進事業等 １，９８５千円

発生動向調査や新興感染症部会に要する経費

（２）感染防御対策事業 ６，８９６千円

新興感染症に対応するため、保健所職員の防護具や消毒

薬の整備

（３）一類感染症対策事業 １２，８４２千円

・補助対象 秋田大学医学部附属病院

・対象経費 エボラ出血熱等の患者を受け入れる第一種

感染症病床の維持管理に要する経費

・補 助 率 １０／１０（国１／２、県１／２）

（４）抗インフルエンザウイルス薬備蓄事業 ７４千円

・備蓄保管庫のエアコン点検費

（５）市立秋田総合病院感染症病床設置事業

４，４７７千円

・補助対象 市立秋田総合病院

・対象経費 新たな第二種感染症病床（４床）の整備に

要する経費

・補 助 率 １０／１０（国１／２、県１／２）
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（６）感染症患者医療費等 ４６７千円

二類感染症患者を入院措置した場合の医療費のうち、自

己負担分について負担する経費等

・補 助 率 １０／１０（国３／４、県１／４）

（７）感染症指定医療機関運営費補助金 ４，６０６千円

平時に感染症病床を使用しない第二種感染症指定医療機

関（４医療機関）の病床の維持管理に要する経費

・補 助 率 １０／１０（国１／２、県１／２）

（８）○新感染症対応基盤強化事業 ２０，０００千円

感染症医療体制強化のため、秋田大学が新たに実施する

事業への補助

【事業内容】

①秋田感染症コアセンター（仮称）を設置し、感染症専門

医療人材を配置

②病原体ゲノム解析に基づく地域での感染制御体制の確立

③県全体を包括する感染制御ネットワーク体制の整備

・補 助 率 県１０／１０
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